
発表日：令和3年6月9日

【お問い合わせ先】 国土交通省 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 電話：０２４２－２６－６４４１
担当者 副所長（技術） 佐藤 利行

工務課長 後藤 博正

阿賀川の改修事業は大正２年の大洪水を契機として福島県により改修計画が策定され、抜
本的な治水事業が開始されました。その後、大正10（1921）年２月に内務省の直轄事業とし
て移管され、阿賀川下流部の捷水路工事、湯川・宮川の放水路工事、日橋川の改修工事、築
堤工事、大川ダムの建設等を進めて参りました。
令和３年（２０２１）年は国の直轄事業に着手してから１００年が経過する節目の年とな

ります。
このたび、阿賀川直轄改修１００周年を記念し、また、皆様への感謝の意を込めて、各種

記念事業を予定しておりますが、事業の実施にあたり下記のとおり実行委員会を設立しまし
たので、お知らせします。
併せて、記念事業に関するお知らせ等を掲載する「特設サイト」も開設しておりますので、

お知らせします。

記

①設立日
令和３年６月１日（火）

②構成員
委 員 長：会津若松市長

副委員長：喜多方市長、会津坂下町長、会津美里町長、湯川村長、下郷町長

委 員：会津若松建設事務所長、喜多方建設事務所長、南会津建設事務所長
阿賀川河川事務所長

事 務 局：阿賀川河川事務所

③特設サイトＵＲＬ
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/100aniv/

阿賀川直轄改修100周年記念事業実行委員会の設立について
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